
■ 原⼦⼒災害対策特別措置法に基づく出荷制限
原⼦⼒災害対策特別措置法(原災法)に基づく指⽰原⼦⼒災害対策特別措置法(原災法)に基づく指⽰
地域的な広がりが確認された場合に「出荷制限」
著しく⾼濃度の値が検出された場合は「摂取制限」著しく⾼濃度の値が検出された場合は「摂取制限」
■出荷制限・摂取制限の品⽬・区域の設定条件
 地域的な広がりが確認された場合に、地域・品⽬を指定して設定。
 地域は 都道府県域を原則 ただし ⾃治体による管理が可能であれば 地域は、都道府県域を原則。ただし、⾃治体による管理が可能であれば、

管理状況等を考慮し、市町村・地域ごとに細分して区域を設定。
■出荷制限・摂取制限の品⽬・区域の解除

当該⾃治体からの申請による 当該⾃治体からの申請による。
 解除対象の区域は、集荷実態等を踏まえ複数区域に分割が可能。
 直近１ヶ⽉以内の検査結果が、１市町村当たり、３か所以上、すべて基準値以下
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*東京電⼒福島第⼀原発の周辺の地域で出荷制限が指⽰された品⽬については、家庭で栽培・採取された場合にも、
⽐較的多くの放射性物質が含まれている可能性がありますので、頻繁に⾷べることは避けてください。

■原⼦⼒災害対策特別措置法に基づく出荷制限の対象⾷品(平成25年1⽉20⽇時点)

県名 出荷制限品⽬

福島県

(⼀部地域) 原乳、ホウレンソウ・カキナ等の⾮結球性葉菜類、キャベツ等の結球性葉菜類、ブロッコリー等のアブラナ科の花蕾類、カブ、 原⽊シイタケ
(露地・施設栽培)、原⽊ナメコ(露地栽培)、キノコ類(野⽣のものに限る。)、タケノコ、わさび(畑において栽培されたものに限る。)、くさそ
てつ(こごみ)、たらのめ(野⽣のものに限る。)、ふきのとう(野⽣のものに限る。)、こしあぶら、ぜんまい、わらび、ウメ、ユズ、クリ、キウ
イフルーツ、⼩⾖、⼤⾖、⽶(平成23・24年産注1)、ヤマメ(養殖を除く。)、ウグイ、ウナギ、アユ(養殖を除く。)、イワナ(養殖を除く。)、コ
イ(養殖を除く。)、フナ(養殖を除く。)、イノシシ⾁、クマ⾁

(全域) ⽜⾁注1) ヤマドリの⾁ 海産物(40種)(全域) ⽜⾁ )、ヤマドリの⾁、海産物(40種)
⻘森県 (⼀部地域) キノコ類(野⽣のものに限る。)

岩⼿県
(⼀部地域) 原⽊クリタケ(露地栽培)、原⽊シイタケ(露地栽培)、原⽊ナメコ(露地栽培)、キノコ類(野⽣のものに限る。)、タケノコ、こしあぶら、ぜんま

い、せり(野⽣のものに限る。)、わらび(野⽣のものに限る。)、⼤⾖、ソバ注1、クロダイ、スズキ、イワナ(養殖を除く。)、ウグイ
(全域) ⽜⾁注1)、シカ⾁、クマ⾁、ヤマドリ⾁

宮城県
(⼀部地域) 原⽊シイタケ(露地栽培)、キノコ類(野⽣のものに限る。)、タケノコ、くさそてつ(こごみ)、こしあぶら、ぜんまい、⼤⾖、ソバ注1、ヒガンフ

グ、ヒラメ、イワナ(養殖を除く。)、ヤマメ(養殖を除く。)、ウグイ
(全域) ⽜⾁注1)、イノシシ⾁、クマ⾁、クロダイ、スズキ

⼭形県 (全域) クマ⾁
(⼀部地域) 原⽊シイタケ(露地・施設栽培)、タケノコ、こしあぶら(野⽣のものに限る。)、茶、マダラ、ヒラメ、アメリカナマズ(養殖を除く。)、ギンブ

茨城県
( 部地域) 原⽊シイタケ(露地 施設栽培)、タケノ 、こしあぶら(野 のものに限る。)、茶、マダラ、 ラメ、アメリカナマズ(養殖を除く。)、ギンブ

ナ(養殖を除く。)、ウナギ
(全域) イノシシ⾁注1)、イシガレイ、コモンカスベ、シロメバル、スズキ、ニベ

栃⽊県
(⼀部地域) 原⽊シイタケ(露地・施設栽培)、原⽊クリタケ(露地栽培)、原⽊ナメコ(露地栽培)、キノコ類(野⽣のものに限る。)、タケノコ、くさそてつ(こ

ごみ)(野⽣のものに限る。)、こしあぶら(野⽣のものに限る。)、さんしょう(野⽣のものに限る。)、ぜんまい(野⽣のものに限る。)、たらのめ
(野⽣のものに限る。)、わらび(野⽣のものに限る。)、クリ、茶、ウグイ(養殖を除く。)、イワナ(養殖を除く。)、ヤマメ(養殖を除く。)

(全域) ⽜⾁注1) イノシシ⾁注1) シカ⾁(全域) ⽜⾁注1)、イノシシ⾁注1)、シカ⾁
群⾺県 (⼀部地域) キノコ類(野⽣のものに限る。)、イワナ(養殖を除く。)、ヤマメ(養殖を除く。)、茶 (全域) イノシシ⾁、クマ⾁、シカ⾁
埼⽟県 (⼀部地域) キノコ類(野⽣のものに限る。)
千葉県 (⼀部地域) 原⽊シイタケ(露地・施設栽培)、タケノコ、茶、ギンブナ (全域) イノシシ⾁注1)

新潟県 (⼀部地域) クマ⾁
⼭梨県 (⼀部地域) キノコ類(野⽣のものに限る。)
⻑野県 (⼀部地域) キノコ類(野⽣のものに限る。)
静岡県 (⼀部地域) キノコ類(野⽣のものに限る。)
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注1) 福島県・岩⼿県・宮城県・栃⽊県の⽜⾁、茨城県・栃⽊県・千葉県のイノシシ⾁、福島県の24年産⽶及び岩⼿県・宮城県のソバに係る出荷制限については、知事の管理
下のもとで出荷するものについて⼀部解除

注2) 太字については、平成24年4⽉以降、新たに出荷制限の指⽰⼜は指⽰対象範囲が拡⼤した品⽬を指す
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■ ⾷品中の放射性セシウムに関する検査結果の公表

各自治体等で実施された検査結果について、厚生労働省で

取りまとめてホームページで公表

地図を⽤ わかりやすく記載

取りまとめてホ ム ジで公表

地図を⽤いてわかりやすく記載

放射性物質が検出されなかった場合は、検出下限値を記載放射性物質 検出 な 場合 、検出下限値 記載

各⾃治体の検査計画・実施状況もホームページで公表
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【参考】モニタリング検査における放射性セシウムの推移（１）
（⽉別平均値±標準偏差）
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